
「高知県犯罪被害者等の支援に関する
指針」に係る支援施策の取組状況

（令和６年度実績）

資料３－１



１　高知県内における刑法犯の認知件数（令和２年～令和６年）

3,5252,719 2,859 2,723 3,179

737,679614,231

568,104

601,331 703,351

(全国の件数)(県の件数)

●高知県と全国の刑法犯認知件数 ●高知県内の重要犯罪認知件数
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　 　 　 　 　 （単位：件）

　 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

殺人 5 3 2 8 7

強盗 3 6 5 3 2

放火 8 1 6 11 5

不同意性交等 3 2 6 7 20

略取誘拐・人身売買 2 0 0 1 1

不同意わいせつ 23 16 23 19 37

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

認知件数 2,719 2,859 2,723 3,179 3,525

一万人あたり 39 41 39 46 51

認知件数 614,231 568,104 601,331 703,351 737,679

一万人あたり 49 45 48 56 58

（単位　認知件数：件、一万人あたり：人）

高知県

全国



２　相談状況（令和４年～令和６年）～犯罪被害全般について～

●県警察における相談受理件数 ●こうち被害者支援センターにおける相談・支援受理件数
　（P3「性暴力被害者サポートセンターこうち」の実績を含む）

18,543

17,014

18,555

●県における相談受理件数

　 　 　 （単位：件）

　 令和４年 令和５年 令和６年

 相談受理件数 17,014 18,555 18,543

　 　 　 （単位：件）

　 令和４年 令和５年 令和６年

 相談受理件数 20 24 24

24

20

24
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（単位：件）

相談 直接的支援 相談 直接的支援 相談 直接的支援

　殺人(傷害致死、未遂含む） 0 0 6 1 2 0

　暴行・傷害 77 61 63 45 43 22

　性犯罪 264 214 273 231 240 205

　その他の性的被害 49 35 40 12 40 19

　交通事故 4 0 2 0 13 0

　その他 49 8 49 10 42 13

　相談受理件数（合計） 443 318 433 299 380 259

令和４年 令和５年 令和６年



２　相談状況（令和４年～令和６年）　～性暴力被害について～

●性暴力被害者サポートセンターこうちにおける相談受理件数

●県警察における性犯罪被害相談電話（♯8103）等の相談受理件数

　 　 　 （単位：件）

　 令和４年 令和５年 令和６年

　電話相談（※1） 279 284 239

　面接相談 67 37 37

　その他（メール等） 37 58 30

　合計 383 379 306

306

383 379

　 　 　 （単位：件）

　 令和４年 令和５年 令和６年

　性犯罪被害相談電話　　　　　　
（♯8103）　

12 10 13

　性犯罪・DV・ストーカー等
相談電話（レディースダイ
ヤル110番）

109 75 44

　合計 121 85 57

※受電数のみ

（※1）受電数と架電数の合計

75

10

109

12
13

44
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

【基本方針１　犯罪被害者が安心して暮らすことができるように】
重点課題 主な具体的施策

（１）相談窓口の設置、情報の提供等
　　　　　　　　　　　　　（第10条）

★被害初期における迅速な相談支援
★犯罪被害者等支援に特化した相談支援
★犯罪被害者の属性に応じた相談支援

　◆取組実績

【県】
◎弁護士相談費用の補助（実績：２件）
◎犯罪被害者等支援相談窓口（実績：24件(16人))

【県警察】
◎性犯罪被害相談電話（♯8103）：13件
◎犯罪被害者ホットライン：34件
◎性犯罪・DV・ストーカー等相談電話：44件
◎早期援助団体に対する情報提供数：６件

【こうち被害者支援センター】※「性暴力サポートセンターこうち」の実績を含む

◎相談件数　　380件  ◎直接的支援　259件
【性暴力サポートセンターこうち】
◎相談件数　　306件  ◎直接的支援　234件

【女性相談支援センター】
◎相談件数　1,123件　うちDV相談件数353件
【ソーレ】
◎DV相談件数　33件
【ひとり親家庭支援センター】
◎相談件数　1,675件　うちDV相談件数８件

令和６年度の主な実績

【成果】
・電話、面接相談、直接的支援等各手段で被害者等の支援
ができた。
・各種相談窓口の周知を図るとともに、関係機関と連携し、
被害者のニーズに応じた対応に努めた。
【課題】
・各相談窓口の継続的な広報・周知が必要
・効果的な広報手段の精査

令和６年度の成果・課題

・各相談窓口や法テラスが実施する法的支援の継続的な広
報・周知
・若年層への周知の強化のため、SNS広告の実施や、子ど
も向けのチラシ等紙媒体の継続的な作成・配布
・質の高い対応ができるよう、相談員等支援者の専門性や
スキルアップのための研修実施

令和７年度以降取り組むべき施策
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（２）経済的負担の軽減（第11条） ★犯罪被害給付制度の運用
★公費負担制度の活用
★県補助金制度の活用

　◆取組実績

◎     犯罪被害給付制度（裁定：１件)（申請：１件）

◎性犯罪被害者の医療費公費負担
　　（実績：１件）  （実績：16件）
　　　※県の公費負担制度は、県警察に届出できない方を対象

◎　　精神科医等による診察に係る医療費公費負担
　　　（実績：７件）
◎　　その他の公費負担
・遺体搬送費：78件 ・死体検案書料：０件
・緊急避難場所：３件 ・ハウスクリーニング：０件
・重要犯罪被害者に対する公費負担：２件

◎　 カウンセリング費用の公費負担（実績：５件）

◎    弁護士相談費用の補助〈再掲〉（実績：２件）

◎    高知県犯罪被害者等支援事業費補助金　
　　　　　　（実績：生活資金５件、転居費用１件）

令和６年度の主な実績

【成果】
・制度の適正な運用に努め、犯罪被害者等の経済的負担
の軽減を図った。
・協力医療機関との協議を実施し、診察等支援体制の強
化を図った。
【課題】
・経済的支援制度の継続的な広報・周知

令和６年度の成果・課題

・必要に応じた各制度の見直し
・市町村の総合的対応窓口や支援関係機関への県制度の
継続的な広報・周知
・県警察本部内外への制度内容の周知
・協力医療機関等との連携強化

令和７年度以降取り組むべき施策

県 警

警

警

警

県

県

県

【基本方針１　犯罪被害者が安心して暮らすことができるように】
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（３）日常生活の支援（第12条） ★民間支援団体による支援
★保護施設における一時保護、自立支援、生活支援等　　　

重点課題 主な具体的施策

（４）心身に受けた影響からの回復
　（第13条）

★保健医療サービス及び福祉サービスの提供
★教育現場における支援、相談体制の充実等
★警察の支援及び情報提供等
　　　　

重点課題 主な具体的施策

（５）安全の確保（第14条） ★施設における一時保護の実施〈再掲〉
★児童虐待の防止・早期発見のための体制整備等

【基本方針１　犯罪被害者が安心して暮らすことができるように】

　　　　　　　　　
◎こうち被害者支援センターによる直接的支援〈再掲〉:259件 ※「性暴力被害者サポートセンターこうち」の実績を含む

◎性暴力被害者サポートセンターこうちによる直接的支援〈再掲〉:234件、カウンセリング:５件
◎一時保護実績：25世帯42人（うちDV被害者18世帯34人）
　　　

令和６年度の主な実績
　◆取組実績

実績：県警察内の有資格者によるカウンセリング68回
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（６）居住の安定（第15条） ★一時保護、職員住宅の目的外使用
★優先入居（県営住宅）　★転居

　◆取組実績

◎職員住宅の目的外使用：（非公表）  　　　　　　　　 ◎優先入居（県営住宅）：応募なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※実績件数が少なく、事案が特定されるおそれが
　　あるため公表は差し控えさせていただきます。        ◎高知県犯罪被害者等支援事業補助金制度（再掲）
                                                                    　　　（実績：転居費用の補助１件、62千円）               　　　　　　　

　　　

令和６年度の主な実績

令和６年度の主な実績

        重点課題       主な具体的施策 

（７）雇用の安定等（第16条） ★事業主等の理解の増進等、雇用の安定

◎「犯罪被害者の被害回復のための休暇制度の導入」について、高知労働局と連携して事業者へ広報。
　・高知県商工会議所会報（11月号）掲載
　・メルマガ第８号（県民生活課発行）へ掲載
◎労働相談窓口の連絡先を「こうち労政情報（雇用労働政策課発行）」へ掲載
　
　　　

　◆取組実績

【基本方針１　犯罪被害者が安心して暮らすことができるように】
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（１）県民の理解の増進（第17条）
★犯罪被害者等支援に関する広報の実施
★犯罪被害者週間等の集中した広報・啓発
★教育現場における人権教育の実施
★二次被害の防止の促進

　◆取組実績

【県】
◎イオンモール化粧室の鏡へのシールの貼付、公式X、ラジオ、
Geogle広告、テレビ、電子掲示板、市町村広報紙等各種ツー
ルを活用し、犯罪被害者等支援や二次被害の防止について県民
への広報を実施
◎性犯罪・性暴力被害者支援相談窓口周知用カードを作成し、
県内全ての小学校５・６年生に配布（15,000枚）
【県警察】
◎交通事故遺族のエッセイ等を展示したパネル展を開催
◎交通事故被害者遺族等による命の大切さを学ぶ教室を開催
（中学１校、高校４校で実施）
◎大学での被害者支援に関する講義の実施（３校）
【教育委員会】
◎犯罪被害者等を含む個別の人権課題についての指導資料集の
活用と授業実践を周知　
◎性に関する指導の手引きの活用と生命（いのち）の安全教育
の推進について周知
（活用状況：98.2％）

令和６年度の主な実績

【成果】
・各種広報ツールを活用して広く県民への広報・周知を
行ったほか、新たにSNS広告や小学生向けの啓発カード
などを用いて、若者や子どもなど対象を絞った広報を行
うことができた。
【課題】
・計画的、継続的、組織的な性に関する指導の実施

令和６年度の成果・課題

・犯罪被害者週間や犯罪被害者の置かれる立場等の県民
への更なる周知
・市町村や官民連携による広報活動の強化
・若年者への効果的な広報・啓発の実施
・性に関する指導の手引き及び教材の活用の推進

令和７年度以降取り組むべき施策

【基本方針２　犯罪被害者等を支える地域社会づくりのために】
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３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（２）人材の育成（第18条） ★関係団体に対する研修の充実等
★職員等に対する研修の充実
★指定被害者支援要員制度の活用

　◆取組実績
令和６年度の主な実績

【成果】
・各研修等を通じて適切な対応等についての知識と理解を一定深
めることができた。
・警察庁との共催事業により、多機関連携や一元的な支援体制の
構築について、実践的に学ぶことができた。
【課題】
・複数の業務との兼務する職員が多いことや異動も頻繁にあるこ
とから、知識の定着や継続的な人材育成が困難
・支援に携わる人材の確保
・効率的かつ効果的な研修開催方法の検討

令和６年度の成果・課題

・市町村への積極的な情報提供
・市町村担当者向け研修のオンライン開催
・研修内容の充実・強化
・指定被害者支援要員（県警察）の対応能力向上

令和７年度以降取り組むべき施策

【基本方針２　犯罪被害者等を支える地域社会づくりのために】

◎市町村担当課長会、担当者会の実施
　・課長会：５月20日　27市町村参加
　・担当者会：７月26日　20市町村参加

◎医療従事者等研修会の実施（10月６日）
　テーマ：トラウマインフォームドケアについて
　講師：野坂 祐子氏（大阪大学院教授）
　参加者：会場52名、オンライン40名
　　　　　オンデマンド再生回数：95回

◎民間支援団体が行う支援員の養成講座に対する支援
　市町村及び関係機関へ周知
　⇒受講者：21名（うち行政職員17名）

◎指定被害者支援要員105名（うち女性33名）を指定
　⇒100件で運用 9

◎犯罪被害者等支援に係る関係機関向け研修会の実施　　
　12月20日、１月15日
　県、県警察、16市町村、11関係機関・団体参加



３　「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」に基づく支援施策の取組状況

重点課題 主な具体的施策

（３）民間支援団体に対する支援
（第19条）

★民間支援団体に対する支援の充実

　◆取組実績
令和６年度の主な実績

【成果】
・市町村の担当課長会及び担当者会でこうち被害者支援
センターの取組を周知することができた。
・こうち被害者支援センターへの寄附の他、講演会等の
開催を支援
・民間支援団体の支援員や相談員に対する教養を実施す
る等、連携強化に努めた。
【課題】
・こうち被害者支援センターの活動等の継続的な広報周
知

令和６年度の成果・課題

・コーディネーター（性暴力被害者支援センター）の処遇改善
（R7年度予算で対応済）
・民間支援団体の安定的な財政的基盤の確立に向けた支援
・広報啓発の支援
・「社会貢献型自動販売機」による寄附

令和７年度以降取り組むべき施策

【基本方針２　犯罪被害者等を支える地域社会づくりのために】

【県】
◎２つの事業を委託
　・性暴力被害者支援センター運営業務
　・犯罪被害者等支援推進事業
◎人材育成・確保に関する事業等への支援
◎市町村担当課長会、担当者会で、こうち被害者支援
センターの取組について広報周知
◎民間支援団体への財政的支援
　（施設利用料⇒全額県から補助等）
◎広報啓発の支援

【県警察】
◎社会貢献型自動販売機による寄附
◎犯罪被害者週間講演会の後援
◎養成講座、継続研修に職員を講師として派遣
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